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◎
佐
賀
県
土
木
事
務
所
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則  
（
二
九
・
県
土
づ
く
り
本
部
）　

二

◎
佐
賀
県
農
林
事
務
所
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則  
（
三
〇
・　
　
　

〃　
　
　

）　

二

◎
佐
賀
県
ダ
ム
管
理
事
務
所
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
一
・　
　
　

〃　
　
　

）　

三

◎
佐
賀
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
二
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）　

三

◎
佐
賀
県
美
し
い
景
観
づ
く
り
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
三
・　
　
　

〃　
　
　

）　

四

◎
佐
賀
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
四
・
農

地

整

備

課
）　

四

◎
佐
賀
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則  
（
三
五
・
建

築

住

宅

課
）　

五
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�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
（
規
則
第
二
九
号
）

１　

武
雄
土
木
事
務
所
に
九
州
新
幹
線
西
九
州
ル
ー
ト
整
備
課
を
置
く
こ
と
と
し
た
。（
第

四
条
関
係
）

２　

鳥
栖
、
伊
万
里
及
び
鹿
島
の
各
土
木
事
務
所
の
組
織
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
。（
第
四

条
関
係
）

３　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
こ
と
を
管
理
課
又
は
建
築
課

の
分
掌
事
務
に
加
え
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

４　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
３
に
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�
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�
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�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
（
規
則
第
三
〇
号
）

１　

農
政
課
及
び
林
務
課
の
分
掌
事
務
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

２　

不
動
産
登
記
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
に

つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

つ
い
て
は
、
平
成
二
一
年
六
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
（
規
則
第
三
一
号
）

１　

不
動
産
登
記
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
規
則
第
三
二
号
）

１　

森
林
公
園
及
び
佐
賀
城
公
園
に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
た
め
、
指
定
の
基
準
及
び
事
業
報
告
書
の
提
出
の
条
項
に
つ
い
て
所
要
の

改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
一
条
及
び
第
二
二
条
関
係
）

２　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
規
則
第
三
三
号
）

１　

審
議
会
に
設
置
さ
れ
る
部
会
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四

条
関
係
）

２　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�
�
（
規
則
第

三
四
号
）

１　

分
担
金
を
徴
収
す
る
県
営
土
地
改
良
事
業
に
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
面
的
集
積

型
）
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。（
別
表
関
係
）

２　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
規
則
第
三
五
号
）

１　

収
入
申
告
又
は
収
入
報
告
と
同
居
者
異
動
届
を
併
せ
て
行
う
と
き
は
、
当
該
異
動
届
を

収
入
申
告
書
又
は
収
入
報
告
書
の
様
式
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
九
条
、
様
式
第

一
〇
号
及
び
様
式
第
一
九
号
関
係
）
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２　

住
宅
地
区
改
良
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
〇
条
関
係
）

３　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

��
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�

�
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�
�
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�
�
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�

　
　
　

佐
賀
県
土
木
事
務
所
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
土
木
事
務
所
設
置
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
佐
賀
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
ダ
ム
建
設
課
」
を
「
武
雄
土
木
事
務
所
に
九

州
新
幹
線
西
九
州
ル
ー
ト
整
備
課
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
伊
万
里
、
武
雄
及
び
鹿
島

の
各
土
木
事
務
所
」
を
「
武
雄
土
木
事
務
所
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
神
埼
土
木
事
務

所
」
を
「
神
埼
、
鳥
栖
及
び
鹿
島
の
各
土
木
事
務
所
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

９　

伊
万
里
土
木
事
務
所
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
工
務
課
に
代
え
て
次
の
課
を

置
く
。

　
　

道
路
課

　
　

河
川
・
ダ
ム
建
設
課

　

第
四
条
第
一
項
の
管
理
課
の
分
掌
事
務
の
第
九
号
中
「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に

改
め
、
同
課
の
分
掌
事
務
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
条
第
八
項
中
「
伊
万
里
、
鹿
島
の
各
土
木
事
務
所
」
を
「
伊
万
里
土
木
事
務
所
」
に
、

「
河
川
課
」
を
「
河
川
・
ダ
ム
建
設
課
」
に
改
め
、
同
項
の
河
川
課
の
分
掌
事
務
及
び
課
名

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

河
川
・
ダ
ム
建
設
課

一　

第
一
項
の
工
務
課
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
（
河
川
事
業
及
び
海
岸
事
業
に
関
す
る

事
務
に
限
る
。）
に
関
す
る
こ
と
。

二　

井
手
口
川
ダ
ム
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
条
第
十
二
項
中
「
神
埼
土
木
事
務
所
」
を
「
神
埼
、
鳥
栖
及
び
鹿
島
の
各
土
木
事
務

所
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
の
建
築
課
の
分
掌
事
務
中
第
九
号

を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
す
る
。

　

七　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
条
中
第
十
五
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第
十
六
項
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

　
　

武
雄
土
木
事
務
所
の
九
州
新
幹
線
西
九
州
ル
ー
ト
整
備
課
の
分
掌
事
務
は
、
九
州
新
幹

１５
線
西
九
州
ル
ー
ト
の
建
設
に
係
る
用
地
取
得
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
の

改
正
規
定
及
び
同
条
第
十
四
項
の
改
正
規
定
（
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
す
る
部
分
を
除

く
。）
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　
　
　

佐
賀
県
農
林
事
務
所
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
農
林
事
務
所
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
年
佐
賀
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

佐
賀
県
土
木
事
務
所
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

佐
賀
県
農
林
事
務
所
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康
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第
四
条
第
一
項
の
農
政
課
の
分
掌
事
務
の
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

八　

削
除

　

第
四
条
第
一
項
の
農
政
課
の
分
掌
事
務
の
第
十
号
中
「
緊
急
生
産
調
整
推
進
対
策
」
を

「
生
産
調
整
」
に
改
め
、
同
課
の
分
掌
事
務
の
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十
三　

削
除

　

第
四
条
第
一
項
の
農
政
課
の
分
掌
事
務
の
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十
八　

削
除

　

第
四
条
第
一
項
の
農
政
課
の
分
掌
事
務
の
第
二
十
二
号
中
「
上
場
営
農
確
立
対
策
事
業
」

を
「
上
場
地
域
の
営
農
」
に
改
め
、
同
課
の
分
掌
事
務
の
第
二
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

　

二
十
七
の
二　

環
境
保
全
型
農
業
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
条
第
一
項
の
林
務
課
の
分
掌
事
務
の
第
十
九
号
中
「
森
林
整
備
及
び
」
を
削
り
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
九
の
二　

森
林
環
境
税
に
係
る
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
条
第
一
項
の
林
務
課
の
分
掌
事
務
の
第
二
十
号
中
「
そ
の
他
林
業
」
の
下
に
「
及
び

森
林
整
備
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
六
号
中
「
農
業
構
造
改
善
事
業
」
を
「
経
営
構
造
対

策
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
六
号
中
「
農
業
構
造
改
善
事
業
」
を
「
経
営
構
造
対
策

事
業
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
第
九
号
中
「
不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
三

十
条
及
び
第
三
十
一
条
」
を
「
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百

十
六
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
第
一
項

第
九
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　
　
　

佐
賀
県
ダ
ム
管
理
事
務
所
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第

三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
」
を
「
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

百
十
六
条
」
に
改
め
る
。

一　

佐
賀
県
ダ
ム
管
理
事
務
所
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
佐
賀
県
規
則
第
五
号
）
第
九

条
第
一
項
第
九
号

二　

佐
賀
県
佐
賀
空
港
事
務
所
設
置
規
則
（
平
成
十
年
佐
賀
県
規
則
第
三
十
八
号
）
第
七

条
第
一
項
第
九
号

三　

佐
賀
県
有
明
海
沿
岸
道
路
整
備
事
務
所
設
置
規
則
（
平
成
二
十
年
佐
賀
県
規
則
第
三

十
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二
十
号

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　
　
　

佐
賀
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
佐
賀
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
」
を
「
都
市
公

園
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
」
を
「
都
市
公
園
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

佐
賀
県
ダ
ム
管
理
事
務
所
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

佐
賀
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康
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�
�
�
�
�
�
�
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�

　
　
　

佐
賀
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

佐
賀
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
佐
賀
県
規
則
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
　
　
　
「

経
営
体

育
成
基

盤
整
備

事
業

経
営
体
育
成
基

盤
整
備
事
業

（
一
般
型
）

経
営
体
育
成
基

盤
整
備
事
業

（
集
積
型
）

　
　
（
た
だ
し
、
事
務
費
に
つ
い
て
は　
　

）

　
　
（
た
だ
し
、
事
務
費
に
つ
い
て
は　
　

）

２２.５
１００

２５
１００

１７.５
１００

２５
１００

」 を

　
「

経
営
体

育
成
基

盤
整
備

事
業

経
営
体
育
成
基

盤
整
備
事
業

（
一
般
型
）

経
営
体
育
成
基

盤
整
備
事
業

（
集
積
型
）

経
営
体
育
成
基

盤
整
備
事
業

（
面
的
集
積
型
） 　

　
（
た
だ
し
、
事
務
費
に
つ
い
て
は　
　

）

　
　
（
た
だ
し
、
事
務
費
に
つ
い
て
は　
　

）

　
　
（
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

七
十
二
号
）第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
山
村

振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

振
興
山
村
、
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律

第
六
十
三
号
）第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
特

定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性

化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
農
山
村
地
域
又
は

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法（
平
成
十
二

年
法
律
第
十
五
号
）第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
過
疎
地
域（
同
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
を
含
む
。）

に
あ
つ
て
は　
　

。
た
だ
し
、
事
務
費
に
つ

い
て
は
当
該
地
域
に
か
か
わ
ら
ず　
　

）

２２.５
１００

２５
１００

１７.５
１００

２５
１００

２２.５
１００

１７.５
１００

２５
１００

」 に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

佐
賀
県
美
し
い
景
観
づ
く
り
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

佐
賀
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�



　
　
　

佐
賀
県
美
し
い
景
観
づ
く
り
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
美
し
い
景
観
づ
く
り
審
議
会
規
則
（
平
成
二
十
年
佐
賀
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
部
会
）

�
�
�　

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

２　

部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

３　

第
二
条
第
三
項
及
び
前
条
の
規
定
は
、
部
会
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
部
会
長
」
と
、「
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
部

会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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佐
賀
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
佐
賀
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

た
だ
し
、
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
の
申
告
を
併
せ
て
行
う
と
き
は

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
し
、
条
例
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
収
入
に
関
す
る
報
告
を
併
せ
て
行
う
と
き
は
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
表
中
「
十
三
万
七
千
円
」
を
「
十
一
万
四
千
円
」
に
、「
十
七
万
八
千
円
」
を

「
十
三
万
九
千
円
」
に
、「
二
十
万
円
」
を
「
十
五
万
八
千
円
」
に
、「
二
十
四
万
二
千
円
」

を
「
十
九
万
千
円
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

佐
賀
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康
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様
式
第
1
0
号
（
第
1
1
条
関
係
）
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様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
1
9
号
（
第
1
9
条
関
係
）
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
県
改
良
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
者
に
係
る
佐
賀
県
営
住
宅

条
例
（
平
成
九
年
佐
賀
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
収
入
基

準
及
び
同
条
例
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
割
増
賃
料
の
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
佐
賀
県
営
住
宅

条
例
施
行
規
則
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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